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          迫る適格退職年金の廃止期限 

 
「適格退職年金の廃止」は、企業におけるトピックスとして忘れてはならないテーマです。適格退職年金は2012 

年3月末で廃止されることとなっており、新しい制度に移行するか解約しなければなりません。 

   直近の平成20年3月末のデータを見ると、適格退職年金の件数は32,826件となっています。平成19年3月末時点

で適格退職年金は38,885件残っており、この時点で廃止期限まで5年でしたので、年平均7,777件減少させないと

廃止期限までになくならないといっていたのですが、ふたをあけてみると、平成19年度は6,059件しか減少して 

いません。平成17年度中、平成18年度中の減少件数はそれぞれ7,671件、6,205件でした。このことを考えると、

適格退職年金の減少度合は鈍っており、更に移行ペースをあげていかないと廃止期限までに移行が完了できない

と思われます。 

 

◆ 実質給付 削減の恐れ 

加入者数で適格退職年金を見ると、平成20年3月末で443万人であり、同じ平成20年3月末の確定拠出年金の加 

入者数271.1万人を大幅に上回っており、確定給付企業年金506万人、厚生年金基金480万人と比べても、遜色な 

い数字です。これだけの加入者数をかかえている適格退職年金がうまく新制度に移行できないと、企業の従業員

が不利益を被る可能性もあります。廃止期限以降、企業年金契約が継続できたとしても、企業年金の掛金が従業

員に所得課税され、退職一時金が退職所得の扱いとならず、一時所得となる可能性があり、実質の給付が削減さ

れ、社会問題につながる恐れもあります。 

移行できた企業にも別の問題が起きています。確定拠出年金や中小企業退職金共済には年金受給者は移行でき 

 ませんので、年金受給者を残す閉鎖型の適格退職年金の問題があります。廃止期限移行、税制が変更されなけれ 

 ば年金に公的年金等控除が適用されなくなる可能性があり、やはり、実質の給付の削減につながるかもしれませ 

ん。 

 

◆ 新しい企業年金へ移行されていない現状 

さらに、気になるのが、中小企業を中心に企業年金を導入している企業の数が減少していることです。 

確定拠出年金と確定給付企業年金が2001、2002年に新しく創設されました。各法第１条には「公的年金の給付と 

相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」とあり、公的年金の補完的役割を一層強 

めています。 

確定拠出年金は規約数2,856件、会社数11,022社（2008年9月末）、加入者数300.5万人（2008年8月末）、確定 

 給付企業年金は、規約数3,101件、加入者数506万人（2008年3月末）と、その数を順調に増やしています。 

結果として、適格退職年金から、この新しい企業年金へ順調に入れ替わっていると思いたいのですが、実態は、 

適格退職年金を廃止しただけで、新しい企業年金に移行していない「その他」のケースが中小企業を中心に大部 
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分を占めています。確定拠出年金で60歳前に中途で退職金が原則もらえないことや、確定給付企業年金は、中 

小企業にハードルが高いと思われていることが、その移行を阻んでいるのではないでしょうか。 

 

◆ 公的年金を補完する企業年金が必要 

老後生活の収入源として公的年金があり、国民年金や厚生年金保険があるのですが、実際にはこれだけで老後 

 資金を全てカバーすることは難しいと思います。また、少子高齢化が進展しマクロ経済スライドが導入されてい 

 ることや、公的年金の所要財源の確保も難しくなっており、給付水準の引き下げや更なる保険料の引き上げも視 

 野に入れておかなければいけないでしょう。 

そこで、公的年金を補完する役割を担う企業年金が今後更に重要となるのですが、残念ながら、適格退職年金 

 の廃止に伴って、新しい企業年金に移行していない企業があり、年金給付機能を持つ確定拠出年金や確定給付企 

 業年金が活用されていない場合があるのです。 

中小企業退職金共済などの共済制度や、会社が直接実施する退職一時金制度も適格退職年金の移行先となりま 

 すが、いずれも一時金給付が中心であり、公的年金を補完するための年金給付機能としては弱い面があります。 

 

◆ 規制緩和による適格退職年金移行問題の解決 

このように老後資金を確実に確保していく年金機能を持つ企業年金を守るためにも、企業年金の規制緩和を実 

 施して、導入しやすくすることが不可欠ではないでしょうか。確定給付企業年金では簡易型の制度や各種の規制 

 緩和が実施されており、その移行件数を順調に伸ばしています。 

一方、確定拠出年金の規制緩和はどうでしょうか。10 月 30 日に麻生総理大臣が発表された追加経済対策、生 

 活対策に「企業型確定拠出年金における個人拠出（マッチング拠出）を導入する」が盛り込まれました。60 歳 

前に給付される脱退一時金の規制緩和は今後の課題ですが、中小企業への確定拠出年金の導入を大きく促進する 

ものと思いますので、一層の規制緩和を期待したいものです。 

適格退職年金の移行を進めるために、規制緩和だけでなく、当局や企業年金を受託している金融機関等が取り

組みを強化しています。 

皆さんにおかれても、積極的に関与していただき、この移行問題を解決していくことが望まれます。 
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